
－ 1 － 
 

石狩市フォトコンテスト企画運営業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１．業務の概要 

（１）業務の名称 

   石狩市フォトコンテスト企画運営業務委託 

（２）業務の目的 

フォトコンテストを実施することで、市内の魅力あるＰＲ素材を収集するとともに、新たな観光

資源を発掘し、本市の更なる魅力向上を図る。応募写真は観光デジタルマップや市ＨＰの観光特設

ページ等に掲載・活用し、各媒体の更なる質の向上を図るとともに、市外からの誘客促進につなげ

る。 

（３）業務内容 

   当フォトコンテストの企画運営の全般を行い、詳細は「石狩市フォトコンテスト企画運営業

務委託 仕様書」（以下「仕様書」という。）に記載のとおりとする。 

（４）予算額 

     契約上限金額 4,000,000円（税込） 

   なお、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、本業務の規模を示すものである。 

（５）業務（委託）期間 

契約締結日から令和９年３月 31 日（水）までとする。  

 

２．参加資格要件 

   本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たしている者とする。 

（１）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民

事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく更生手続の申立てがなされている者（会社更生法に

あっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を含む。）

でないこと等、経営状態が著しく不健全でない者であること。 

（２）会社法（平成 17年法律第 86号）に基づく会社、特定非営利活動促進法（平成 10年法律第７号）

に基づく特定非営利活動法人又はその他の法人であって、委託事業を的確に遂行するに足る能力を

有する者（宗教法人及び政治活動を主たる目的とする団体並びに石狩市暴力団の排除の推進に関す

る条例（平成 25年条例第 20号）第２条第１項に規定する暴力団及び同条第３号に規定する暴力団

関係事業者を除く。）であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

（４）国に納付すべき法人税、消費税及び地方消費税に滞納がないこと。 

（５）市税（法人市民税及び固定資産税）に滞納がないこと。 

（６）北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。 

 

３．契約方法 

提出された企画提案書及びプレゼンテーションの内容を審査する審査委員会を開催し、評価が最も

優れている事業者を第１優先契約候補者として選定し、随意契約により委託契約を締結する。 



－ 2 － 
 

 なお、第１優先契約候補者に選定された事業者が辞退した場合、又は「２.参加資格要件」を満た

さなくなった場合は、次点者を第２優先契約候補者に選定し、契約の交渉を行うこととする。   

 また、参加事業者が１者の場合にあっても審査を実施し、提案内容が審査基準を満たすと認められ

る場合は、その事業者を契約候補者として選定し、随意契約により委託契約を締結する。 

   

４．質疑の受付と回答 

（１）提出書類  質問・回答書 ＜第４号様式＞を使用した文章によるものとする。 

（２）提出方法  電子メールでのみ受付 

（３）受付期間  令和８年２月 10 日（火）～２月 16日（月）午後５時まで〔必着〕 

（４）回答方法  質問に対する回答は受付期間終了後に一括で行うこととし、令和８年２月 17日 

（火）までに参加事業者全員に電子メールにて通知する。 

 

５．参加表明書に関する事項 

（１）提出書類 

  ① 参加書類受理票 ＜第１号様式＞ 

 ② 参加表明書   ＜第２号様式＞ 

  ③ 業務経歴書①  ＜第３号様式＞ 

（年度、発注者、業務名、契約金額、担当者名を記載し、契約書の写しや業務の概要がわかるも

のを添付すること。） 

  ④ 令和７･８年度石狩市競争入札参加資格者登録名簿に登載されていない者の場合、次に掲げる

書類（写し可） 

   ア．登記簿謄本 

    イ．財務諸表（貸借対照表及び損益計算書）（直近２年度決算分） 

   ウ．国税の納税証明書 その３の３（法人税及び消費税及地方消費税） 

   エ．市税の納税証明書（法人市民税及び固定資産税）（直近２年度分） 

      ※ ア、ウ、エに掲げる書類については、申請時において３ヶ月以内であるものとし、ウ、 

エは、滞納の記載がないものに限る。 

（２）提出期間  令和８年２月 18 日（水）～２月 24日（火）午後５時まで〔必着〕 

（３）提出場所  「10．担当部局（書類提出先・問合せ先）」に提出すること。 

（４）提出方法  持参又は郵送（配達記録、簡易書留、書留のいずれかに限る。） 

（５）参加事業者の決定  

   提出のあった参加表明書等を審査のうえ参加事業者を決定し、審査結果は、審査後２日以内に電

子メールにて通知する。 

 

６．企画提案書に関する事項 

（１）提出書類 

次に掲げる書類を提出すること。なお、企画提案書はＡ４版で、全体で 20ページ以内（表紙は

含めない）とすること。 

① 提案書等受理票＜第５号様式＞ 

② 企画提案書 ＜任意様式＞ 
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・仕様書に基づき、各事項について具体的な提案をすること。 

・業務の実施手順、実施体制及び業務スケジュール（告知等）を記載すること。 

・フォトコンテストの仕様（運用管理体制、募集方法、告知の媒体の全体像）について、具体

的に記載すること。 

・フォトコンテストを周知するためのチラシ及びポスター、バナー等のデザインイメージを記

載すること。 

・本事業を周知するための広報・広告の手法やタイミング、ターゲットを具体的に記載するこ

と。 

・選定後の写真を石狩観光デジタルマップに掲載するにあたり、バナーやデザインイメージを

記載すること。 

・上記のほか、フォトコンテストを絡めた市内の周遊促進や今後のＰＲへの活用を図る取組が

あれば記載すること。 

③ 業務見積書及び内訳書 ＜任意様式＞ 

④ 事業者概要書 ＜第６号様式＞ 

⑤ 業務経歴書② ＜第７号様式＞ 

（２）提出期間  令和８年２月 27 日（金）～３月９日（月）午後５時まで〔必着〕 

（３）提出場所  「10．担当部局（書類提出先・問合せ先）」に提出すること。 

（４）提出方法  持参又は郵送（配達記録、簡易書留、書留のいずれかに限る。） 

（５）提出部数  正本１部、副本８部（副本については複写可とする。） 

 

７．審査方法 

（１）契約候補者の選定 

提案書の審査、評価及び選定は、市職員等で構成する「石狩市フォトコンテスト企画運営業務委

託に関する公募型プロポーザル審査委員会」を設置して行う。 

企画提案書の提出を受けたあと、参加事業者によるプレゼンテーションを行い、評価が最も優れ

ている事業者を第１優先契約候補者として選定する（次点者も決定する。）。 

応募者が多数の場合（５者を超える場合を想定）は、書類による１次審査を実施し、１次審査を

通過した参加事業者のみプレゼンテーションを実施する場合がある。 

選定結果は、参加事業者全員に対し自己の結果のみを通知する。なお、他の参加事業者の情報、

選定結果、評価点や審査の経緯は公開せず、審査及び結果に関する質問や異議は受け付けないもの

とする。 

（２）プレゼンテーション 

企画提案内容を確認するため、参加事業者によるプレゼンテーション及び審査委員からの質疑応

答を行う。 

① 実施日時  令和８年３月 11日（水）※予定 

② 実施場所  石狩市役所 本庁舎３階 301会議室 ※予定 

③ 企画提案の説明（プレゼンテーション） 

１者あたり 30分（プレゼンテーション：20分、質疑応答：10分）を予定。 

※パソコンの設定等の準備時間は除く。 

④ 審査項目  表１のとおり 
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⑤ 最高得点者が２者以上ある場合（同点の場合）の決定方法 

  上記④審査項目のうち「作品募集・選定」の合計点が高い者を契約候補者に選定する。な

お、その合計点も同点の場合は、審査委員会の協議により決定する。 

⑥ 参加者が１者となった場合は、委員の総合計点が最低基準点（６割）を超えた場合に限り

契約候補者として決定する。 

⑦ 委員の総合計点が最低基準点（６割）を超えない場合は、契約候補者として認めない。 

⑧ その他 

・プレゼンテーションでは、現地における説明員のほか、オンラインによる説明員を設けるこ 

とも可能とする。 

・会場にノートパソコン（surface/windows11）、ＨＤＭＩケーブル、プロジェクター及びスク

リーンを用意する。なお、参加者がパソコンを持参することも可能である。 

・プレゼンテーションの日時及び場所については、別途通知する。 

（３）審査結果 

「企画提案書の審査結果について」＜第８号様式＞により、審査後７日以内に電子メールで通知

する。 
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表１ 審査項目一覧 

審査項目 内容 配点 審査の視点 

業務遂行能力 

企業の業務内容及び実績 5 
国、北海道や他自治体等において、フォトコンテス

ト又は類似した業務の実績を有しているか。 

業務実施体制 10 
業務を実施する上で資格、経験、専門知識や人数等、

適切な業務実施体制を有しているか。 

業務経費 5 見積もりの経費は、内容に対して妥当か。 

工程計画 業務フロー・スケジュール 5 業務フロー及びスケジュールは適正か。 

作品募集・選定 

フォトコンテストの企画 10 

提案内容が具体的で説得力があるとともに、参加者

の興味・関心を高揚する内容となっているか。 

コンテスト名(キャッチコピー的な表記)も提案に含み

ます。 

※「石狩、石狩市」、「市制(施行)30周年」の２キー

ワードを、メインもしくはサブタイトル内に含むも

のとする。 

例１：市制施行 30 周年●●●石狩フォトコンテスト 

例２：●●●市制施行 30 周年記念フォトコンテスト 

広報・広告について 10 

周知する手法や対象、タイミングは効果的である

か。性別、年齢層など横断的な情報発信が行える体

制を有しているか。 

作品募集について 

15 

効果的な作品募集の手段が提案されているか。  

目標投稿数（写真部門 400 件、ＳＮＳ部門 100件）

達成のための必要な措置が考えられているか。 

10 

委託者の審査が円滑に行えるよう、受託者によるス

クリーニングを行うなど、審査支援の体制が取られ

ているか。 

ＳＮＳの運用について 

5 
ＳＮＳアカウントを用いた効果的な情報発信・投稿

促進が期待できるか。 

10 
ＳＮＳで投稿された作品に関して、選考のための定

期的なデータ収集体制などを有しているか。 

活用案 

創意工夫 5 
仕様書に掲げるもののほか、本市の観光振興に資す

る効果的な提案がされているか。 

石狩観光デジタルマップ

への掲載 
5 

市ＨＰのデザイン等、石狩観光デジタルマップ活用

促進につながる内容となっているか。 

プレゼン能力 
プレゼンテーションの適

切さ 
5 

企画提案書に係るプレゼンテーションは分かりや

すく明確な説明であったか。また、質疑に的確に回

答ができていたか。 

合計  100  
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８．スケジュール 

  表２のとおり 

表２ スケジュール 

内 容 スケジュール 

公募開始 令和８年２月 10日（火）から 

質問期間 令和８年２月 10日（火）～２月 16日（月）午後５時（必着） 

参加表明書等の提出期間 令和８年２月 18日（水）～２月 24日（火）午後５時（必着） 

企画提案書等の提出期間 令和８年２月 27日（金）～３月９日（月）午後５時（必着） 

プレゼンテーション審査 令和８年３月 11日（水）を予定 

結果通知 審査後７日以内 

契約手続き 令和８年４月上旬 

契約期間 契約締結日から令和９年３月 31日（水） 

 

９．その他 

（１）手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨とする。 

（２）企画提案に要する全ての費用は、提案者の負担とする。 

（３）次の条件のいずれかに該当する場合は、審査の対象から除外する。 

① 企画提案書の内容に虚偽の内容が記載されている場合 

② 企画提案書に記載がない事項に関する提案が含まれている場合 

③ 関係者に対して工作等不当な活動を行ったと認められる場合 

④ 企画提案書が定められた提出方法、提出先及び提出期限に適合しない場合 

（４）提出期限以降の企画提案書の差替又は再提出は認めない。 

（５）提出された関係書類は返却しない。 

（６）提出された企画提案書の機密保持には十分配慮する。 

（７）参加表明書又は企画提案書の提出後に辞退する場合には、辞退理由等を記載した辞退届＜第９号

様式＞を提出すること。辞退することによって、今後の石狩市との契約等に不利益な取扱いをする

ものではない。 

（８）本事業は、令和８年度当初予算の成立を前提としており、令和８年第１回石狩市議会定例会で令

和８年度当初予算（案）が否決された場合は、本プロポーザル審査及び事業を中止する。なお、申

請等に要した費用は参加事業者の負担とする。 

 

10．担当部局（書類提出先・問合せ先） 

石狩市産業振興部観光課（担当：坂本・佐藤） 

    〒061-3292 石狩市花川北６条１丁目 30番地２  

     TEL    ：0133‐72‐3167（直通） 

     FAX    ：0133‐72‐3540 

     E-mail ：kankou@city.ishikari.hokkaido.jp 


